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1 はじめに 

船舶の避難場所に関する研究の一環として筆者は、2019 年 12 月発行

の海上保安大学校研究報告において、2018 年 12 月 3 日～7 日に開催さ

れた IMO 第 100 回海上安全委員会(MSC：Maritime Safety Committee)
に対する欧州連合(EU：European Union)加盟国及び海事関係団体(以下、

「EU 加盟国等」と言う)による「要支援船舶に対する避難場所に関する

ガイドライン」(Guidelines on Places of Refuge for Ships in Need of 
Assistance)(2003 年 12 月、IMO 総会決議 A.949(23)。以下、「IMO ガイ

ドライン」と言う)の最新化を求める提案(以下、「MSC100－EU 提案」

と言う)1)について検討を行った(山地(2019))2)。MSC100－EU 提案を踏ま

え IMO は、以後、海上安全委員会の下部小委員会である航行安全・無線

通信・捜索救助に関する小委員会(NCSR：Sub-Committee on Navigation, 
Communications and Search and Rescue)の下で IMO ガイドラインの

最新化に係る審議を行うことを決定した 3)。 
これを受け EU 加盟国等は、2020 年 1 月 15 日～24 日に開催された

IMO 第 7 回航行安全・無線通信・捜索救助に関する小委員会(NCSR7)に
対し、IMO ガイドラインの規定について具体的に改正を求める提案 (以
下、「NCSR7－EU 提案」と言う)を行っている 4)。筆者は、2020 年 12
月発行の海上保安大学校研究報告において、この NCSR7－EU 提案と「船
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舶通航監視及び情報システムに関する指令」(以下、「船舶通航監視指令」

と言う)5)又は「EU の避難場所に関する運用ガイドライン」」(以下、「EU
ガイドライン」と言う。最新版は第 5 版(2018 年 2 月 1 日))6)等との関係

について表形式で整理を行い、NCSR7－EU 提案による IMO ガイドライ

ンの規定に対する修正は、大きな方向性として船舶通航監視指令の避難

場所に関係する規定、EU ガイドラインの内容又はその趣旨を提案に反映

していることを確認した(山地(2020))7)。 
IMO は、その後も審議を実施し、2022 年 6 月 21 日～30 日に開催さ

れた IMO第9回航行安全・無線通信・捜索救助に関する小委員会(NCSR9)
において IMO ガイドラインの修正に係る IMO 総会決議案を策定した(以
下、「NCSR9－策定案」と言う)。本総会決議案は、以後の海上安全委員

会、海洋環境保護委員会、法律委員会の同意を得た後、2023 年に開催予

定の IMO 第 33 回総会で採択される予定である。 
山地(2019)及び山地(2020)は、それぞれ MSC100－EU 提案及び

NCSR7－EU 提案を踏まえ大枠として IMO ガイドラインの修正の方向

性について検討、整理を実施したものである。EU 加盟国等は、IMO ガ

イドラインの修正提案の中でも要支援船舶の避難場所への収容に係る国

際／地域協力を主要項目として位置付けている。このため、本研究は、

研究ノートとして IMOガイドライン修正提案の主要項目である避難場所

への収容に係る国際／地域協力に焦点を当て、NCSR9－策定案と EU ガ

イドラインの関係について検討、整理を行うこととする。 
本研究は、以下の構成とする。2 においては EU 加盟国等による IMO

ガイドライン修正提案の趣旨を記載し、IMO ガイドラインの修正の方向

性について確認する。3 においては避難場所への収容に係る国際／地域協

力について焦点を当て表形式によりNCSR9－策定案とEUガイドライン

との関係を整理し、これに合わせて両規定の関連等についてポイントを

記載することにより IMO ガイドライの修正に向けた NCSR9－策定案の

特徴を明確化する。 
 

2 EU 加盟国等による IMO ガイドライン修正提案の趣旨 
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本章は、山地(2019)をベースにIMOガイドラインの修正の方向性につ

いて確認するために、EU加盟国等が主張するIMOガイドラインの修正の

趣旨及び本研究で焦点を当てる要支援船舶の避難場所への収容に係る国

際／地域協力の必要性について記載する。 
(1) MSC Flaminia号事故を例とするような国の管轄(jurisdiction)を越

える水域で発生する要支援船舶に関係する海難を契機として、欧州で

は各国の権限ある当局及び関係者間により協力及び調整の枠組みにつ

いて検討が行われてきた。これを踏まえEUは、2015年11月、IMOガ

イドラインを基本とするEUガイドラインを策定した8)。 
(2) 上記(1)のMSC Flaminia号事故の概要は、以下の通りである9)。 

2012年7月14日、米国のCharlestonから英国Felixtowe及びベルギ

ーAntwerpを経由してドイツBremerhavenに向け航行中のコンテナ船

MSC Flaminia号(ドイツ船籍、75,590 GT、85,823DWT、6,750TEU)
は、大西洋の中央部で火災、爆発事故を起こした。乗組員等は、爆発

の後に退船し、付近を航行していたタンカーDS CROWN号に救助され

ている。この事故で乗組員1名が死亡し、1名が行方不明となった(その

後、負傷していた乗組員1名が死亡)。オランダのサルベージ会社の

SMIT等により消火活動が行われ、火災は鎮火したものの、避難場所と

して船体の受入国が決まらず、タグボートに曳航されたままイギリス

海峡(English Channel)西側において待機を余儀なくされていた。2012
年8月20日にMSC Flaminia号の船籍国であるドイツが受け入れるこ

とで調整が行われたが、同国向け航行の際に通航することとなるイギ

リス海峡航行に伴う安全確認(同海峡沿岸国として、英国、フランス、

オランダ等が関与)にも日数を要し、イギリス海峡の航行を開始したの

が2012年9月2日、ドイツに入港したのが9月9日であった。 
(3) EUガイドラインは、人命の保護、海上安全の確保、海洋環境の保

全を図るために避難場所を提供するという明確な目的をもって、すべ

ての関係者間の協力及び調整の促進を図る観点から策定されたもので

ある。EUガイドラインは、他の国々及び地域と経験を共有し、広く啓

蒙を図ることについて時宜を得たものであると認識されている10)。 
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(4) [これまでの要支援船舶への]全般的な対応は、適切と認められるも

のの、EUの数年間にわたる経験から得られる教訓を踏まえIMOガイド

ラインの最新化、改善、一層の運用上の修正を行うことが必要である。

IMOガイドラインは、避難場所に係る初期の問題認識としては機能す

るものであろうが、今後予期される状況に対して十分に適用、また、

利用されるものではないと認識する。このため、一層効果的な運用、

また、統一的適用に資するよう、IMOガイドラインの最新化を図るこ

とが必要である11)。 
(5) IMOガイドラインは、発生した事故について1つの沿岸国のみが関

与するとの前提で策定されている。しかしながら、これまでに発生し

た事故の経験からは、事故発生位置に隣接する複数の国が関係する事

案に発展することを示している。他方、多くの国は、事故が自国の管

轄を越えた場所で発生する場合においては避難場所への対応の責任か

ら免除されると認識している可能性がある。要支援船舶の対応におい

て、複数の国が関与する可能性がある状況及び国の管轄を越えた場所

で発生する事故に対応するための国際的な調整並びに意思決定の手続

を規定するべきである12)。 
(6) IMOガイドラインは、要支援船舶に対し避難場所の提供を拒否する

場合の関係者間の手続及びコミュニケーションについては何等規定さ

れていない。避難場所の提供を拒否された要支援船舶について、他国

(近隣国、支援国)に引継ぐためのガイダンス、手続、情報提供について

策定するべきである13)。 
(7) IMOガイドラインの修正を行うことにより、IMOガイドラインが世

界的レベルにおいて一貫し調和した方法で、避難場所の提供を要請す

る要支援船舶に対応するための明確な枠組みを規定する効果的な文書

として機能することを確保する14)。 
 
上記のように、EU加盟国等によるIMOガイドラインの修正提案は、

EUの経験をモデルとしてIMOガイドラインに、MSC Flaminia号事故へ

の対応のように複数の国が関与する可能性がある状況及び国の管轄を越
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えた場所で発生する事故に対応するための国際的な調整及び意思決定の

手続を規定することを求めている。また、避難場所の提供を拒否された

要支援船舶への対応を他国(近隣国／支援国)に引継ぐためのガイダンス、

手続、情報提供についてIMOガイドラインに策定することを求めている。

第3章は、要支援船舶の避難場所への収容に係る国際／地域協力に焦点を

当て、NCSR9－策定案とEUガイドラインとの関係について検討、整理

を行う。 
 

3 NCSR9－策定案と EU ガイドラインとの関係整理 

NCSR9－策定案の多くは、EUの経験をもとに策定したEUガイドラ

インの関係規定を反映したものとなっている。表－1において要支援船舶

の避難場所への収容に係る国際／地域協力に焦点を当て、NCSR9－策定

案とEUガイドラインの関係について整理を行う。なお、NCSR9－策定

案及びEUガイドライン共に相互の参照を容易にするために英語原文と

ともに筆者の仮訳を記載する。NCSR9－策定案の各セクションの末尾に

NCSR9－策定案とEUガイドライン関係規定の関連等について枠囲みに

ポイントを記載する。 
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、
一

つ
の
加
盟
国
の
み
が
関
与
し
、
同
国
に
よ
り
そ
の
管
轄
下
に
お
い
て

対
応
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
隣
の
加
盟
国
や

事
故
発
生
位
置
の
周
辺
の
加
盟
国
が
関
与
す
る
状
況
に
進
展
す
る
事

案
も
想
定
さ
れ
る
。
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ic
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of
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r 
St

at
e.

  
EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
国
の
計
画
を
補
完
し
、
一
国
以
上
の
国
が
関

与
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
又
は
、
事
故
が
加
盟
国
の
管
轄
外
の
場
所

で
発
生
し
た
場
合
に
適
用
す
る
。

 
     

 
 

6.
1.

4 
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 &
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ng
 

通
航
計
画
及
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監
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4.
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 c
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1  

海
洋
汚
染
か
ら
沿
岸
域
を
保
護
す
る
た
め
に
沿
岸
国
が
措
置
を
行
う

権
利
は
、
国
際
法
で
確
立
さ
れ
て
い
る
脚
注

1 。
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 p
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Ss
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 p
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s 
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no
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er
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S’

s 
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ic
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n 
[(i

n 
ac
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rd

an
ce

 
w

ith
 

re
le

va
nt

 
U

N
CL

O
S 

pr
ov

is
io

ns
)]F

oo
tn

ot
e1

. 
適
当
な
避
難
場
所
が
決
定
、
合
意
さ
れ
た
場
合
に
は
、
調
整
加
盟
国

【
ポ
イ
ン
ト
】

 
N

CS
R9
－
策
定
案

4.
1
は
、
要
支
援
船
舶
の
避
難
場
所
の
要
請
に
つ
い
て
近
隣
国
及
び
事
故
発
生
位
置
の
周
辺
国
が
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、

EU
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン

Co
nt

ex
t及
び

Ch
ap

te
r3
の
記
述
を
モ
デ
ル
と
す
る
。
避
難
場
所
要
請
へ
の
対
応
に
つ
い
て
国
際
協
力
及
び
地
域
協
力
の
必
要
性
を
表
す
記
述
と
な
っ
て
い

る
。
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o 
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he
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. 

国
連
海
洋
法
条
約
は
、
沿
岸
国
に
対
し
、
特
に
海
上
輸
送
活
動
に
よ
る

海
洋
環
境
の
汚
染
を
防
止
し
、
軽
減
し
又
は
規
制
し
、
ま
た
、
環
境
上

の
危
険
を
他
の
海
域
に
移
転
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
義
務
を

確
立
す
る
脚
注

2 。
 

 In
 a

dd
iti

on
, 

th
er

e 
ar

e 
pr

ov
is

io
ns
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3  
fo
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 p
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 a

 d
ut

y 
to

 n
ot

ify
 e

ac
h 

ot
he

r 
an

d 
to
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r 
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in
e 
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A 
sh

ip
 

in
 n

ee
d 
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ss
is
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e 
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ek
in

g 
a 

pl
ac

e 
of

 r
ef

ug
e 

m
ay

 w
el

l 
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tit

ut
e 

su
ch

 a
 th

re
at

 le
ad
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g 

to
 o

r c
au

si
ng

 p
ol

lu
tio

n.
 

更
に
、
相
互
の
通
報
及
び
海
洋
環
境
に
対
す
る
脅
威
又
は
汚
染
事
件
に

対
応
す
る
た
め
の
共
同
の
緊
急
時
計
画
の
策
定
に
係
る
義
務
を
含
む

汚
染
事
件
に
対
応
す
る
近
隣
国
の
調
整
に
係
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て

い
る
脚
注

3 。
避
難
場
所
へ
の
収
容
を
求
め
る
要
支
援
船
舶
は
、
汚
染
に

発
展
し
、
又
は
、
汚
染
を
惹
起
す
る
脅
威
を
形
成
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

 Fo
ot

no
te

1 
Re

le
va

nt
 p

ro
vi

si
on

s 
in

cl
ud

e:
 U

N
CL

O
S,

 a
rt

ic
le

s 
19

4,
 1

95
, 

19
8,

 1
99

, 
21

1,
 2

21
, 

22
5;

 S
al

va
ge

 C
on

ve
nt

io
n,

 a
rt

ic
le

 9
; 

an
d 

Fa
ci

lit
at

io
n 

Co
nv

en
tio

n,
 a

rt
ic

le
 V

(2
). 

脚
注

1 
関
連
規
定
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

 
国
連
海
洋
法
条
約
第

19
4
条
、
第

19
5
条
、
第

19
8
条
、
第

19
9

条
、
第

21
1
条
、
第

22
1
条
、
第

22
5
条

 
サ
ル
ベ
ー
ジ
条
約
第

9
条

 
国
際
海
上
交
通
の
簡
易
化
に
関
す
る
条
約
第

V
条

(2
) 

 
  

は
、
要
請
を
行
っ
た
関
係
者
と
共
に
通
航
計
画
に
同
意
す
る
責
任
を

有
し
、
必
要
な
場
合
に
は
支
援
加
盟
国
と
共
同
で
作
業
を
実
施
す
る
。

特
に
事
故
船
舶
が
他
の
加
盟
国
の
管
轄
域
に
大
き
く
接
近
し
て
通

過
、
通
航
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、

[ 
(国

連
海
洋
法
条
約
の
関
連
規
定
に
従
い

) ]
脚
注

1 、
こ
れ
ら
事
項
を
実
施
す

る
。
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脚
注

2 
国
連
海
洋
法
条
約
第

12
部
中
の
第

19
4
条
及
び
第

19
5
条
は
、
特
に

海
上
輸
送
活
動
よ
る
海
洋
環
境
の
汚
染
を
防
止
し
、
軽
減
し
又
は
規
制

し
、
ま
た
、
環
境
上
の
危
険
を
他
の
海
域
に
移
転
さ
せ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
の
沿
岸
国
の
義
務
を
確
立
す
る
。
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脚
注

3 
国
連
海
洋
法
条
約
第

12
部
第

2
節
「
世
界
的
及
び
地
域
的
な
協
力
」

中
の
第

19
8
条
及
び

19
9
条
は
、
相
互
の
通
報
及
び
共
同
の
緊
急
時

計
画
の
策
定
に
係
る
義
務
を
含
む
汚
染
事
件
に
対
応
す
る
近
隣
国
の

た
め
の
調
整
に
係
る
規
定
を
策
定
す
る
。
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脚
注

1 
国
連
海
洋
法
条
約
第

19
4
条
及
び
第

19
5
条
は
、
特
に
海
上
輸
送
活

動
よ
る
海
洋
環
境
の
汚
染
を
防
止
し
、
軽
減
し
又
は
規
制
し
、
ま
た
、

環
境
上
の
危
険
を
他
の
海
域
に
移
転
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の

沿
岸
国
の
義
務
を
確
立
す
る
。
更
に
国
連
海
洋
法
条
約
第

19
8
条
及

び
19

9
条
は
、
相
互
の
通
報
及
び
共
同
の
緊
急
時
計
画
の
策
定
に
係

る
義
務
を
含
む
汚
染
事
件
に
対
応
す
る
近
隣
国
の
た
め
の
調
整
に
係

る
規
定
を
策
定
す
る
。
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【
ポ
イ
ン
ト
】

 
N

CS
R9
－
策
定
案

4.
2
及
び

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

6.
1.

4
は
、
本
文
又
は
脚
注
に
お
い
て
要
支
援
船
舶
の
避
難
場
所
へ
の
収
容
に
関
係
す
る
国
際
法
を
記
載
し
て
い
る
。

N
CS

R9
－
策
定
案

4.
2
及
び

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

6.
1.

4
は
、
共
に
国
連
海
洋
法
条
約
第

19
4
条
、

19
5
条
、

19
8
条
、

19
9
条
に
言
及
し
て
い
る
。

N
CS

R9
－
策
定
案

4.
2
は
、
国
連
海
洋
用
条
約
第

21
1
条
、

22
1
条
、

22
5
条
、
サ
ル
ベ
ー
ジ
条
約
第

9
条
、
国
際
海
上
交
通
の
簡
易
化
に
関
す
る
条
約
第

V
条

(2
)に
も
言
及
し
て
い
る
。

 
本
稿
の
文
末
脚
注
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
本
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
「
脚
注

(F
oo

tn
ot

e)
」
と
記
載
し
て
い
る
。
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不
可
抗
力
又
は
海
難
の
場
合
に
他
国
の
港
又
は
内
水
に
入
域
す
る
外

国
船
舶
の
権
利
は
人
命
及
び
環
境
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

国
際
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
慣
行
で
あ
る
が
、
こ
の
権
利
は
国
連

海
洋
法
条
約
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
国

連
海
洋
法
条
約
の
規
定
を
補
完
す
る
規
定
又
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
採

択
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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en
ts
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o 

th
is

 
en

d 
m

ay
 le

ad
 to

 q
ui

ck
er

 re
sp

on
se

. 
こ
の
た
め
適
当
な
場
合
に
は
、
エ
リ
ア
又
は
海
域
を
共
有
す
る
国
／
近

隣
国
は
、
相
互
に
必
要
な
措
置
を
協
議
し
、
共
同
措
置
に
係
る
能
力
の

蓄
積
を
図
る
た
め
に
協
力
す
る
。
こ
の
た
め
に
地
域
的
な
協
力
枠
組
み

を
構
築
す
る
こ
と
は
、
迅
速
な
対
応
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
。

 
   

 
 

4.
5 

Th
e 

ap
pe

nd
ix

 t
o 

se
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io
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id
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 in
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e.
 

セ
ク
シ
ョ
ン

4
の
附
録
は
、
国
際
的
／
地
域
的
協
力
及
び
調
整
に
関
係

す
る
項
目
を
規
定
す
る
。

 
  

 
 

【
ポ
イ
ン
ト
】

 
N

CS
R9
－
策
定
案

4.
4
は
、

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
独
自
の
記
述
で
あ
る
。

 

【
ポ
イ
ン
ト
】

 
N

CS
R9
－
策
定
案

4.
5
は
、

Ap
pe

nd
ix
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
で
あ
り
、

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
独
自
の
記
述
で
あ
る
。

 

【
ポ
イ
ン
ト
】

 
N

CS
R9
－
策
定
案

4.
3
は
、

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
独
自
の
記
述
で
あ
る
。
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e 
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 in
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ea
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k 
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th
er

 S
ta

te
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sh

ou
ld
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e 
ap
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op
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at

e 
m

ea
su

re
s 

to
 

in
fo

rm
, 

as
 s

oo
n 

as
 p

os
si

bl
e,

 s
uc

h 
St

at
es

 t
he

re
of

, 
be

fo
re

 
th

ey
 tu

rn
 in

to
 a

 p
la

ce
 o

f r
ef

ug
e 

si
tu
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io

n.
 

あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
又
は
他
の
方
策
に
基
づ

き
、
他
国
の
海
上
輸
送
エ
リ
ア
若
し
く
は
沿
岸
域
に
お
け
る
人
命
に
対

す
る
リ
ス
ク
、
又
は
、
海
洋
汚
染
の
リ
ス
ク
に
関
係
し
、
又
は
、
こ
れ

ら
リ
ス
ク
を
増
大
さ
せ
る
事
実
の
通
報
を
受
け
た
権
限
あ
る
当
局
の

国
は
、
こ
れ
ら
の
状
況
が
避
難
場
所
に
関
係
す
る
事
態
に
発
展
す
る
前

に
、
可
及
的
速
や
か
に
関
係
国
に
通
報
す
る
た
め
の
適
切
な
手
段
を
講

じ
る
べ
き
で
あ
る
。

 
   

 
 

Ap
pe

nd
ix

 
to

 s
ec

tio
n 

4 

IN
TE

RN
AT

IO
N

AL
/R

EG
IO

N
AL

 C
O

O
PE

RA
TI

O
N

 A
N

D
  

CO
O

RD
IN

AT
IO

N
 F

O
R 

PL
AC

ES
 O

F 
RE

FU
G

E 
避
難
場
所
に
係
る
国
際
的
／
地
域
的
協
力
及
び
調
整

 

 
 

 
Fo

r 
us

e 
un

de
r 

ci
rc

um
st

an
ce

s 
w

he
re

 t
he

re
 a

re
 c

oa
st

al
 

St
at

es
 s

ha
ri

ng
 a

 c
om

m
on

 a
re

a 
or

 s
ea

 a
nd

 w
an

t t
o 

jo
in

tly
 

ad
dr

es
s 

si
tu

at
io

ns
 o

f p
la

ce
s 

of
 re

fu
ge

. 
 

共
通
の
エ
リ
ア
又
は
海
域
を
共
有
す
る
沿
岸
国
が
あ
り
、
避
難
場
所
に

関
す
る
状
況
を
共
同
で
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
状
況
に
つ
い
て
本
附

録
を
適
用
す
る
。

 
Th

e 
gu

id
an

ce
 b

el
ow

 is
 g

iv
en

 fo
r 

co
ns

id
er

at
io

n 
by

 c
oa

st
al

 
St

at
es

 w
hi

ch
 m

ay
 jo

in
tly

 d
ea

l w
ith

 a
 r

eq
ue

st
 fo

r 
a 

pl
ac

e 
of

 re
fu

ge
. 

以
下
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
、
避
難
場
所
に
係
る
要
請
に
共
同
で
対
応
す
る

沿
岸
国
が
考
慮
す
る
事
項
を
規
定
す
る
。

 
  

 
 

【
ポ
イ
ン
ト
】

 
N

CS
R9
－
策
定
案

4.
6
は
、

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
独
自
の
記
述
で
あ
る
。

 

【
ポ
イ
ン
ト
】

 
N

CS
R9
－
策
定
案
の

Ap
pe

nd
ix
冒
頭
の
本
記
述
は
、

Ap
pe

nd
ix
の
適
用
に
係
る
も
の
で
あ
り
、

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
独
自
の
記
述
で
あ
る
。
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he
n 
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e 
is

 a
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l 
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ra
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t 

in
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la
ce

, 
th

e 
pr

in
ci

pl
e 

is
 t

ha
t 

ea
ch

 S
ta

te
 i

nv
ol

ve
d 

st
ar

ts
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o 
ex

am
in

e 
th

ei
r 
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ili

ty
 t

o 
pr

ov
id

e 
a 

pl
ac

e 
of

 r
ef

ug
e 

an
d 

th
at

, i
n 

th
e 

in
te

re
st

 o
f r

es
ol

vi
ng

 t
he

 s
itu

at
io

n,
 t

he
re

 is
 d

ir
ec

t 
co

nt
ac

t 
be

tw
ee

n 
th

os
e 

CA
s 

in
vo

lv
ed

 t
o 

de
ci

de
 w

ho
 is

 b
es

t 
pl

ac
ed

 
to

 ta
ke

 th
e 

co
or

di
na

tin
g 

ro
le

. 
 

地
域
的
な
協
定
が
有
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
関
係
国
が
避
難
場
所
の

提
供
に
係
る
能
力
を
評
価
す
る
こ
と
を
開
始
し
、
状
況
へ
の
対
応
に
つ

い
て
調
整
を
実
施
す
る
適
任
者
を
決
定
す
る
た
め
に
、
関
係
す
る
権
限

あ
る
当
局
の
間
で
直
接
的
な
コ
ン
タ
ク
ト
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
す

る
。

 
 Re

gi
on

al
 a

rr
an

ge
m

en
ts

 m
ay

 c
ov

er
 a

dd
iti

on
al

 s
pe

ci
fic

s 
re

la
te

d 
to

 g
ra

nt
in

g 
a 

pl
ac

e 
of

 re
fu

ge
, s

uc
h 

as
: 

地
域
的
協
定
は
、
避
難
場
所
の
承
認
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
も
対

象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
   

Ch
ap

te
r 3

 
Th

e 
pr

in
ci

pl
e 

is
 t

ha
t 

ea
ch

 S
ta

te
 i

nv
ol

ve
d 

st
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o 
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e 
th

ei
r 
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ili

ty
 t

o 
pr

ov
id

e 
a 

pl
ac

e 
of

 r
ef

ug
e 

an
d 

th
at
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n 

th
e 

in
te

re
st

 o
f 

re
so

lv
in

g 
th

e 
si

tu
at

io
n,

 t
he

re
 is

 
di

re
ct

 c
on

ta
ct

 b
et

w
ee

n 
th

os
e 

CA
s 

in
vo

lv
ed

 to
 d

ec
id

e 
w

ho
 

is
 b

es
t p

la
ce

d 
to

 ta
ke

 th
e 

co
or

di
na

tin
g 

ro
le

. 
 各
関
係
国
が
避
難
場
所
の
提
供
に
係
る
能
力
を
評
価
す
る
こ
と
を
開

始
し
、
状
況
へ
の
対
応
に
つ
い
て
調
整
を
実
施
す
る
適
任
者
を
決
定

す
る
た
め
に
、
関
係
す
る
権
限
あ
る
当
局
の
間
で
直
接
的
な
コ
ン
タ

ク
ト
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

 

1 
D

ec
id

in
g 

w
hi

ch
 c

oa
st

al
 S

ta
te

's 
co

m
pe

te
nt

 a
ut

ho
ri

ty
 to

 b
e 

in
 th

e 
le

ad
 

事
案
対
応
を
主
導
す
る
沿
岸
国
の
権
限
あ
る
当
局
の
決
定

 

3.
1.

2 
Pl

ac
e 

of
 re

fu
ge

 re
qu

es
t –

 n
o 

in
iti

al
 S

AR
 o

pe
ra

tio
n 

避
難
場
所
要
請
－
当
初
の
捜
索
救
助
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
実
施
さ
れ

な
い
場
合

 
 

If
 a

 p
la

ce
 o

f r
ef

ug
e 

is
 r

eq
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st
ed

 w
he

n 
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AR
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m
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AS
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 S
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is

 n
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M
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 d
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d,
 in
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 S
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s 
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ch
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 s
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p 
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.g
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 d
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EE

Z)
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e 
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of

 re
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ge
 re
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t u
nl

es
s 
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d 

un
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n 
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t h
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 b
ee

n 
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he

d 
to

 tr
an

sf
er

 co
or

di
na

tio
n 

to
 a

no
th

er
 co

as
ta

l S
ta

te
. 

捜
索
救
助
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
実
施
さ
れ
ず
避
難
場
所
の
要
請
が
行

わ
れ
た
場
合
に
は
、
船
舶
が
位
置
す
る
管
轄
エ
リ
ア
の
国
に
よ
っ
て
指

 
If

 a
 P

oR
 is

 r
eq

ue
st

ed
 w

he
n 

no
 S

AR
 o

pe
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tio
n 
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s 
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ke
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w
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捜
索
救
助
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
実
施
さ
れ
ず
避
難
場
所
の
要
請
が
行

わ
れ
た
場
合
に
は
、
船
舶
が
位
置
す
る
管
轄
エ
リ
ア
の
国
に
よ
っ
て

【
ポ
イ
ン
ト
】

 
N

CS
R9
－
策
定
案
の

Ap
pe

nd
ix
の
冒
頭
の
本
記
述
は
、

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

Ch
ap

te
r3
の
記
述
を
モ
デ
ル
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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定
さ
れ
た
海
事
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
決
定
要
因
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
海

事
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
指
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
他
の
沿
岸
国
に

調
整
を
移
管
す
る
た
め
の
合
意
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
及
び
、
そ
の
合

意
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
第
一
に
船
舶
が
位
置
す
る
水
域
上

(例
：
排

他
的
経
済
水
域
上

)に
管
轄
権
を
有
す
る
国
が
避
難
場
所
要
請
の
調
整

を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 
  Fo

r 
pl

ac
e 

of
 r
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n.

  
一
つ
の
沿
岸
国
の
管
轄
外
の
場
所
で
発
生
し
た
事
故
を
契
機
と
し
て

避
難
場
所
要
請
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
第
一
に
は
捜
索
救
助
区
域

が
調
整
の
役
割
を
担
当
す
べ
き
者
を
決
定
す
る
要
因
と
な
り
得
る
。
オ

ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
捜
索
救
助
が
含
ま
れ
な
い
場
合
で
あ

っ
て
も
、
船
舶
が
位
置
す
る
捜
索
救
助
区
域
を
担
当
す
る
国
は
、
ま
ず

事
案
の
調
整
の
責
任
を
有
す
る
と
考
え
る
。

 
 Th
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避
難
場
所
要
請
が
行
わ
れ
た
時
点
で
船
舶
が
位
置
す
る
捜
索
救
助
区

域
を
担
当
す
る
沿
岸
国
は
、
避
難
場
所
を
許
可
す
る
可
能
性
の
あ
る
他

指
定
さ
れ
た
海
事
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
決
定
要
因
と
な
る
べ
き
で
あ

る
。
海
事
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
指
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
他
の

沿
岸
国
に
調
整
を
移
管
す
る
た
め
の
合
意
が
な
さ
れ
な
い
場
合
及
び

そ
の
合
意
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
第
一
に
船
舶
が
位
置
す
る
水
域
上

(例
：
排
他
的
経
済
水
域
上

)に
管
轄
権
を
有
す
る
加
盟
国
が
避
難
場

所
要
請
の
調
整
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 
3.

2 
In

ci
de

nt
s 

ou
ts

id
e 

ju
ri

sd
ic

tio
n 

of
 a

ny
 o

ne
 M

em
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r S
ta

te
 

一
加
盟
国
の
管
轄
外
の
場
所
の
事
故
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r 
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R 
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es
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ri

si
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n 
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 c
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m
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e 
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e 
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 a
ny
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ne

 M
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be
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St
at

e,
 t
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Se
ar

ch
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nd
 R

es
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e 
Re

gi
on
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SR

R)
 w

ill
 b

e 
th

e 
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ng
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ite

ri
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g 
w
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sh
ou

ld
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th

e 
co

-o
rd
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io
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 i
n 
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fir
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e.
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he
 s

ta
te
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 S
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l 
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ill

 b
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ed
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ge
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f 

th
e 
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na

tio
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of
 t

he
 e

ve
nt
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n 

th
e 

fir
st

 
in
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an

ce
, e

ve
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ou

gh
 t

he
re

 m
ay

 o
r 

m
ay

 n
ot

 b
e 

a 
SA

R 
co

m
po

ne
nt

 to
 th

e 
op

er
at

io
n.

  
一
つ
の
加
盟
国
の
管
轄
外
の
場
所
で
発
生
し
た
事
故
を
契
機
と
し
て

避
難
場
所
要
請
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
第
一
に
は
捜
索
救
助
区

域
が
調
整
の
役
割
を
担
当
す
べ
き
者
を
決
定
す
る
要
因
と
な
ろ
う
。

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
捜
索
救
助
が
含
ま
れ
る
か
否
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
船
舶
が
位
置
す
る
捜
索
救
助
区
域
を
担
当
す
る
国
は
、

ま
ず
事
案
の
調
整
の
責
任
を
有
す
る
と
考
え
る
。

 
 Th

e 
M

em
be

r 
St

at
e 

in
 w

ho
se

 S
RR

 th
e 

ve
ss

el
 is

 lo
ca

te
d 

at
 

th
e 

tim
e 

of
 

th
e 

Po
R 

re
qu

es
t 

sh
ou

ld
 

re
ta

in
 

th
e 

co
or

di
na

tio
n 

of
 t

he
 r

es
po

ns
e 

to
 t

ha
t 

re
qu

es
t 

un
le

ss
 a

nd
 

un
til

 
an

 
ag

re
em

en
t 

ha
s 

be
en

 
re

ac
he

d 
to

 
tr

an
sf

er
 

co
or

di
na

tio
n 

to
 a

no
th

er
 c

oa
st

al
 S

ta
te

 i
n 

th
e 

re
gi

on
, 

w
hi

ch
 m

ig
ht

 g
ra

nt
 a

 p
la

ce
 o

f r
ef

ug
e.

 
避
難
場
所
要
請
が
行
わ
れ
た
時
点
で
船
舶
が
位
置
す
る
捜
索
救
助
区

域
を
担
当
す
る
加
盟
国
は
、
避
難
場
所
を
許
可
す
る
可
能
性
の
あ
る
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の
沿
岸
国
に
調
整
を
移
管
す
る
た
め
の
合
意
が
な
さ
れ
な
い
場
合
及

び
そ
の
合
意
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
要
請
へ
の
対
応
に
係
る
調
整
を
引

き
続
き
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 
 Co

as
ta

l S
ta

te
s 

w
ho

 a
re

 in
vo

lv
ed

 b
y 

vi
rt

ue
 o

f 
ge

og
ra

ph
y, 

or
 b

ec
au

se
 t

he
y 

ar
e 

ho
m

e 
to

 s
om

e 
of

 t
he

 s
hi

p'
s 

in
te

re
st

s,
 

su
pp

or
t 

th
e 

ac
tio

n 
by

 c
oo

pe
ra

tin
g 

w
ith

 t
he

 c
oo

rd
in

at
in

g 
St

at
e 

to
: 

ga
th

er
 i

nf
or

m
at

io
n;

 s
ha

re
 e

xp
er

tis
e;

 p
ro

vi
de

 
lo

gi
st

ic
al

 a
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et
s;

 p
ar

tic
ip

at
e 

in
 t

he
 r

is
k 

as
se

ss
m

en
t; 

an
d 

se
ar

ch
 fo

r p
ot

en
tia

l p
la

ce
s 

of
 re

fu
ge

 in
 th

ei
r t

er
ri

to
ry

. 
 地
理
的
条
件
で
関
係
す
る
こ
と
と
な
る
沿
岸
国
又
は
船
舶
の
い
つ
く

か
の
関
係
利
益
の
本
拠
地
と
な
る
沿
岸
国
は
、
調
整
国
と
の
協
力
行
動

を
支
援
す
る
。
こ
れ
に
は
、
情
報
収
集
、
専
門
知
識
の
共
有
、
後
方
支

援
施
設
の
提
供
、
リ
ス
ク
評
価
へ
の
参
加
、
領
域
内
の
避
難
場
所
候
補

域
の
検
討
が
あ
る
。

 
     

他
の
沿
岸
国
に
調
整
を
移
管
す
る
た
め
の
合
意
が
な
さ
れ
な
い
場
合

及
び
そ
の
合
意
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
要
請
へ
の
対
応
に
係
る
調
整

を
引
き
続
き
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 
 M

em
be

r 
St

at
es

 w
ho

 a
re

 in
vo

lv
ed

 b
y 

vi
rt

ue
 o

f g
eo
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hy
, 
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ca
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e 

th
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ar

e 
ho

m
e 

to
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m

e 
of

 t
he

 
ve

ss
el

’s 
in

te
re

st
s,

 s
up

po
rt

 t
he

 a
ct

io
n 
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 c

o-
op
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at

in
g 

w
ith

 t
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co

-o
rd

in
at

in
g 

st
at

e 
to

: 
ga

th
er

 
in
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at
io
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sh
ar

e 
ex

pe
rt

is
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 p
ro
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de

 l
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al
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s;
 p

ar
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ip
at

e 
in

 t
he

 
ri

sk
 a

ss
es

sm
en

t; 
an

d 
se

ar
ch

 f
or

 p
ot

en
tia

l 
pl

ac
es

 o
f 

re
fu

ge
 in

 th
ei

r t
er

ri
to

ry
. 

地
理
的
条
件
で
関
係
す
る
こ
と
と
な
る
加
盟
国
又
は
船
舶
の
い
つ
く

か
の
関
係
利
益
の
本
拠
地
と
な
る
加
盟
国
は
、
調
整
国
と
の
協
力
行

動
を
支
援
す
る
。
こ
れ
に
は
、
情
報
収
集
、
専
門
知
識
の
共
有
、
後

方
支
援
施
設
の
提
供
、
リ
ス
ク
評
価
へ
の
参
加
、
領
域
内
の
避
難
場

所
候
補
域
の
検
討
が
あ
る
。
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na
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g 
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th
or

ity
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 n
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gh
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ur

in
g 
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l S

ta
te

s 
調
整
当
局
及
び
近
隣
沿
岸
国

 
3.

3 
O
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ig

at
io
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in

at
in

g 
Au

th
or

ity
 

an
d 

N
ei

gh
bo

ur
in

g 
M

em
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r S
ta

te
s 

調
整
当
局
及
び
近
隣
加
盟
国
の
義
務
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he
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it 
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 th
at

 ta
ki

ng
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 to
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e 
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no

th
er

 
St

at
e.

 
船
舶
を
避
難
場
所
に
収
容
す
る
こ
と
が
最
も
適
切
な
措
置
で
あ
る
こ

と
が
決
定
さ
れ
た
場
合
、
調
整
沿
岸
国
は
、
最
も
近
接
し
、
適
当
な
避

難
場
所

(他
国
内
の
場
合
も
あ
り
う
る

)を
特
定
す
る
た
め
に
近
隣
国
と

 
W

he
n 

it 
ha

s 
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en
 d
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se

l 
to
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e 
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ef

ug
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he
 m

os
t 
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ri
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e 

co
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se
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f a
ct

io
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th

e 
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-o
rd
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at

in
g 

M
em

be
r 

St
at

e 
sh

ou
ld

 
w

or
k 

w
ith

 
ne

ig
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ng
 s

ta
te

s 
(u

si
ng

 t
he
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is
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M
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ho
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lo

gy
 in
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pe
nd

ix
 D
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de

nt
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he

 n
ea
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os
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pr

op
ri

at
e 

Po
R,

 w
hi

ch
 m

ay
 b

e 
in
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no

th
er

 s
ta

te
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船
舶
を
避
難
場
所
に
収
容
す
る
こ
と
が
最
も
適
切
な
措
置
で
あ
る
こ

と
が
決
定
さ
れ
た
場
合
、
調
整
加
盟
国
は
、
最
も
近
接
し
、
適
当
な

避
難
場
所

(他
国
内
の
場
合
も
あ
り
う
る

)を
特
定
す
る
た
め
に
近
隣

【
ポ
イ
ン
ト
】

 
N

CS
R9
－
策
定
案
の

Ap
pe

nd
ix
セ
ク
シ
ョ
ン

1
は
、
要
支
援
船
舶
か
ら
の
避
難
場
所
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
の
調
整
を
実
施
す
る
国
に
つ
い
て
記
載
す
る

 
も
の
で

あ
り
、

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
1.

2
及
び

3.
2
の
記
述
を
モ
デ
ル
と
す
る
。
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作
業
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 
 At

 a
ll 

tim
es

, 
th

e 
pr

in
ci

pa
l 

f o
cu

s 
sh

ou
ld

 r
em

ai
n 

th
e 

pr
ot

ec
tio

n 
of

 h
um

an
 li

fe
, t

he
 e

nv
ir

on
m

en
t, 

th
e 

sh
ip

 a
nd

 
ca

rg
o 

an
d 

th
e 

re
du

ct
io

n 
of

 th
e 

ri
sk

 to
 n

av
ig

at
io

n.
 

基
本
的
方
向
性
は
常
に
人
命
、
環
境
、
船
舶
及
び
貨
物
の
保
護
並
び
に

航
海
に
対
す
る
リ
ス
ク
の
軽
減
と
す
べ
き
で
あ
る
。

 

国
と
作
業

(附
録

D
記
載
の
決
定
方
法
を
利
用

)を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 
 At

 a
ll 

tim
es

, 
th

e 
pr
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ci
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l 
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cu

s 
sh

ou
ld
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n 
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e 
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um
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 l
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nd
 t

he
 e
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on
m

en
t 

an
d 

th
e 

re
du

ct
io

n 
of

 th
e 

ha
za

rd
 to

 n
av

ig
at

io
n.

 
基
本
的
方
向
性
は
常
に
人
命
及
び
環
境
の
保
護
並
び
に
航
海
に
対
す

る
危
険
性
の
軽
減
と
す
べ
き
で
あ
る
。

 
      

3 
Co

or
di

na
tin

g 
an

d 
su

pp
or

tin
g 

co
as

ta
l S

ta
te

s 
調
整
及
び
支
援
沿
岸
国

 
1.

1.
2 

Co
-o

rd
in

at
in

g 
an

d 
Su

pp
or

tin
g 

M
em

be
r S

ta
te

s 
調
整
及
び
支
援
加
盟
国

 
 

Th
e 

au
th

or
ity

 (
or

 a
ut

ho
ri

tie
s)

 a
s 

re
fe

rr
ed

 t
o 

in
 p

oi
nt

 2
 

ab
ov

e 
w

hi
ch

 h
as

 a
ss

um
ed

 c
oo

rd
in
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io

n 
w

ill
 b

e 
kn
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n 

as
 

th
e 

co
or

di
na

tin
g 

co
as

ta
l 

St
at

e 
(C

CS
). 

O
th

er
 

St
at

es
 

su
pp

or
tin

g 
th

e 
CC

S 
w

ill
 b

e 
kn

ow
n,

 fo
r 

th
e 

pu
rp

os
e 

of
 th

e 
G

ui
de

lin
es

, a
s 

su
pp

or
tin

g 
co

as
ta

l S
ta

te
s 

(S
CS

). 
上
記

2
に
記
載
す
る
調
整
業
務
を
担
当
す
る
当
局

(一
つ
又
は
複
数

)
は
、
調
整
沿
岸
国

(C
CS
：

Co
or

di
na

tin
g 

co
as

ta
l s

ta
te

)と
す
る
。

調
整
沿
岸
国
を
支
援
す
る
他
の
国
は
、

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
適
用

に
際
し
て
は
支
援
沿
岸
国

(S
CS
：

Su
pp

or
tin

g 
co

as
ta

l s
ta

te
)と
す

る
。

 
       Th

e 
CC

S 
w

ill
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e 
re
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si
bl

e 
fo
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e 
M

ar
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m
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si
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ce
 S

er
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ce
 (M

AS
) o

r 
th

e 
au

th
or

ity
 

(o
r 

au
th

or
iti

es
) 

as
 r

ef
er

re
d 

to
 i

n 
Ar

tic
le

s 
20

.1
 a

nd
 

20
a.

2(
a)

 o
f D

ir
ec

tiv
e 

20
02

/5
9/

EC
, a

s 
am

en
de

d,
 w

hi
ch

 h
as

 
as

su
m

ed
 

co
-o

rd
in

at
io

n,
 

w
ill

 
be

 
kn

ow
n 

as
 

th
e 

Co
-o

rd
in

at
in

g 
M

em
be

r 
St

at
e 

(C
M

S)
. 

O
th

er
 

M
em

be
r 

St
at

es
 s

up
po

rt
in

g 
th

e 
CM

S 
w

ill
 b

e 
kn

ow
n,

 f
or

 t
he

 
pu

rp
os

e 
of

 t
he

se
 G

ui
de

lin
es

, 
as

 S
up

po
rt

in
g 

M
em

be
r 

St
at

es
 (S

M
S)

. 
調
整
業
務
を
担
当
す
る
海
事
支
援
サ
ー
ビ
ス

(M
AS

)又
は
船
舶
通
航

監
視
指
令

(改
正

)2
0.

1及
び

20
a.

2(
a)
に
規
定
す
る
当
局

(一
つ
又
は

複
数

)は
、
調
整
加
盟
国

(C
M

S：
Co

-o
rd

in
at

in
g 

M
em

be
r S

ta
te

)
と
す
る
。
調
整
加
盟
国
を
支
援
す
る
他
の
加
盟
国
は
、

EU
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
適
用
に
際
し
て
は
支
援
加
盟
国

(S
M

S
：

Su
pp

or
tin

g 
M

em
be

r S
ta

te
s)
と
す
る
。

 
1.

1.
3 

Re
sp

on
si

bi
lit

ie
s 

of
 

th
e 

Co
-o

rd
in

at
in

g 
M

em
be

r 
St

at
e 

(C
M

S)
 

調
整
加
盟
国
の
責
任

 
 

Th
e 

CM
S 

w
ill

 b
e 

re
sp

on
si

bl
e 

fo
r: 

【
ポ
イ
ン
ト
】

 
N

CS
R9
－
策
定
案
の

Ap
pe

nd
ix
セ
ク
シ
ョ
ン

2
は
、
調
整
沿
岸
国
が
避
難
場
所
の
特
定
の
た
め
に
近
隣
国
と
調
整
す
る
こ
と
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
で
あ
り
、

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

3.
3
の
記
述
を
モ
デ
ル
と
す
る
。

N
CS

R9
－
策
定
案
の

Ap
pe

nd
ix
セ
ク
シ
ョ
ン

2
の
第

2
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
基
本
的
方
向
性
に
つ
い
て

EU
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

3.
3
の
「
人
命
及
び
環
境
の
保
護
並
び
に
航
海
に
対
す
る
危
険
性
の
軽
減
」
に
加
え
、
「
船
舶
及
び
貨
物
の
保
護
」
も
そ
の
要
素
と
し
て
い
る
。
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調
整
沿
岸
国
は
、
次
の
責
任
を
有
す
る
。

 
 .1

 
en

su
ri

ng
 

th
at

 
th

e 
CA

 
is

 
in

 
ch

ar
ge

 
of

 
ov

er
al

l 
co

or
di

na
tio

n 
of

 th
e 

in
ci

de
nt

; 
.1
 
権
限
あ
る
当
局

(C
A)
が
事
故
の
調
整
に
係
る
全
般
的
な
責
任
を

と
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

 
 .2

 i
ni

tia
tin

g 
th

ei
r 

na
tio

na
l 

pl
ac

e 
of

 r
ef

ug
e 

pr
oc

ed
ur

e,
 i

n 
or

de
r t

o 
id

en
tif

y 
a 

po
te

nt
ia

l s
ite

 o
n 

th
ei

r t
er

ri
to

ry
; 

.2
 
領
域
内
で
の

[避
難
場
所
と
し
て
の

]可
能
性
の
あ
る
場
所
を
特
定

す
る
た
め
に
国
の
避
難
場
所
に
係
る
手
続
を
発
動
す
る
こ
と
。

 
 .3

 b
ei

ng
 t

he
 m

ai
n 

po
in

t 
of

 c
on

ta
ct

 f
or

 l
ia

is
on

 w
ith

 
re

pr
es

en
ta

tiv
es

 o
f t

he
 in

vo
lv

ed
 p

ar
tie

s,
 in

cl
ud

in
g 

th
e 

fla
g 

St
at

e,
 th

e 
sh

ip
ow

ne
r 

an
d/

or
 o

pe
ra

to
r, 

m
as

te
r, 

P 
&

 I
 c

lu
b,

 
sa

lv
or

s,
 

cl
as

si
fic

at
io

n 
so

ci
et

y 
an

d 
if 

ne
ce

ss
ar

y, 
th

e 
op

er
at

or
 o

f 
a 

po
rt

 o
f 

re
fu

ge
 a

nd
, 

w
he

re
 a

pp
lic

ab
le

, 
th

e 
te

rm
in

al
 o

pe
ra

to
r; 

.3
 
旗
国
、
船
舶
所
有
者
、
運
航
者
、
船
長
、

P&
Iク
ラ
ブ
、
サ
ル
バ

ー
、
船
級
協
会
及
び
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
避
難
港
オ
ペ
レ
ー
タ

ー
、
ま
た
、
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
を
含

む
関
係
者
の
代
表
と
の
連
絡
を
維
持
す
る
た
め
の
主
要
コ
ン
タ
ク
ト

ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
。

 
 .4

 w
he

re
 n

ec
es

sa
ry

, c
oo

rd
in

at
in

g 
th

e 
re

sp
on

se
 to

 th
e 

pl
ac

e 
of

 r
ef

ug
e 

re
qu

es
t 

w
ith

 p
ot

en
tia

l 
SC

S,
 i

n 
or

de
r 

to
 g

ai
n 

th
ei

r a
ss

is
ta

nc
e;

 
.4
 
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
支
援
沿
岸
国
の
支
援
を
得
る
た
め
に

可
能
性
の
あ
る
支
援
沿
岸
国
と
避
難
場
所
要
請
へ
の
対
応
を
調
整
す

る
こ
と
。

 
 .5

 is
su

in
g 

SI
TR

EP
s 

an
d 

al
er

tin
g 

SC
S 

on
 a

ct
io

ns
 ta

ke
n 

to
 

da
te

 a
nd

 p
ro

po
se

d 
pl

an
s;

 

調
整
加
盟
国
は
、
次
の
責
任
を
有
す
る
。

 
 ・

 E
ns

ur
in

g 
th

at
 t

he
 c

om
pe

te
nt

 a
ut

ho
ri

ty
 (

CA
) 

is
 i

n 
ch

ar
ge

 o
f o

ve
ra

ll 
co

-o
rd

in
at

io
n 

of
 th

e 
in

ci
de

nt
; 

 
・

 ・
 
権
限
あ
る
当
局

(C
A)
が
事
故
の
調
整
に
係
る
全
般
的
な
責
任
を

と
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

 
 ・

 I
ni

tia
tin

g 
th

ei
r 

na
tio

na
l 

Po
R 

pr
oc

ed
ur

e,
 i

n 
or

de
r 

to
 

id
en

tif
y 

a 
po

te
nt

ia
l s

ite
 o

n 
th

ei
r t

er
ri

to
ry

; 
 

・
 
領
域
内
で
の

[避
難
場
所
と
し
て
の

]可
能
性
の
あ
る
場
所
を
特
定

す
る
た
め
に
国
の
避
難
場
所
に
係
る
手
続
を
発
動
す
る
こ
と
。

 
 ・

 B
ei

ng
 t

he
 m

ai
n 

po
in

t 
of

 c
on

ta
ct

 f
or

 l
ia

is
on

 w
ith

 
re

pr
es

en
ta

tiv
es

 o
f 

th
e 

in
vo

lv
ed

 p
ar

tie
s,

 i
nc

lu
di

ng
 t

he
 

sh
ip

 o
w

ne
r 

an
d/

or
 o

pe
ra

to
r, 

m
as

te
r, 

P&
I 

cl
ub

, s
al

vo
rs

, 
an

d 
if 

ne
ce

ss
ar

y,
 th

e 
op

er
at

or
 o

f a
 p

or
t o

f r
ef

ug
e;

  
・

 
船
舶
所
有
者
、
運
航
者
、
船
長
、

P&
Iク
ラ
ブ
、
サ
ル
バ
ー
、

及
び
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
避
難
港
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
を
含
む
関

係
者
の
代
表
と
の
連
絡
を
維
持
す
る
た
め
の
主
要
コ
ン
タ
ク
ト
ポ
イ

ン
ト
で
あ
る
こ
と
。

 
    ・

 W
he

re
 n

ec
es

sa
ry

, 
co

or
di

na
tin

g 
th

e 
re

sp
on

se
 t

o 
th

e 
Po

R 
re

qu
es

t 
w

ith
 p

ot
en

tia
l 

Su
pp

or
tin

g 
M

em
be

r 
St

at
es

 
(S

M
S)

, i
n 

or
de

r t
o 

ga
in

 th
ei

r a
ss

is
ta

nc
e;

  
・

 
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
支
援
加
盟
国
の
支
援
を
得
る
た
め

に
可
能
性
の
あ
る
支
援
沿
岸
国
と
避
難
場
所
要
請
へ
の
対
応
を
調
整

す
る
こ
と
。

 
 ・

 I
ss

ui
ng

 S
IT

RE
PS

 a
nd

 a
le

rt
in

g 
SM

S 
an

d 
EM

SA
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.5
 
状
況
報
告

(S
IT

RE
PS
：

Si
tu

at
io

n 
Re

po
rt

s)
を
発
出
し
、
こ
れ

ま
で
に
と
っ
た
措
置
及
び
以
後
の
計
画
に
つ
い
て
支
援
沿
岸
国
に
注

意
喚
起
を
行
う
こ
と
。

 
    .6

 d
et

er
m

in
in

g 
w

he
th

er
 a

 c
oa

st
al

 S
ta

te
 c

oo
pe

ra
tio

n 
gr

ou
p 

an
d 

a 
se

cr
et

ar
ia

t s
ho

ul
d 

be
 s

et
 u

p 
fo

r t
he

 in
ci

de
nt

; 
.6
 
事
故
対
応
の
た
め
の
沿
岸
国
の
協
力
グ
ル
ー
プ
及
び
事
務
局
の

設
置
の
是
非
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
。

 
  .7

 
or

ga
ni

zi
ng

 
ev

al
ua

tio
n 

te
am

s:
 

ar
ra

ng
e 

fo
r 

tr
an

sp
or

ta
tio

n,
 c

on
st

itu
tio

n 
of

 t
ea

m
s,

 i
n 

co
lla

bo
ra

tio
n 

w
ith

 th
e 

ot
he

r S
ta

te
s 

in
vo

lv
ed

; 
.7
 
他
の
関
係
国
と
協
力
し
、
評
価
チ
ー
ム
を
組
織
す
る
こ
と
。
こ
れ

に
は
輸
送
手
段
の
確
保
、
チ
ー
ム
構
成
の
検
討
を
含
む
。

 
 .8

 u
nd

er
ta

ki
ng

 a
 th

or
ou

gh
 a

na
ly

si
s 

of
 th

e 
fa

ct
or

s 
lis

te
d 

in
 

th
e 

G
ui

de
lin

es
 in

 o
rd

er
 to

 d
ec

id
e 

w
he

th
er

 to
 a

llo
w

 a
 s

hi
p 

in
 n

ee
d 

of
 a

ss
is

ta
nc

e 
to

 p
ro

ce
ed

 t
o 

a 
pl

ac
e 

of
 r

ef
ug

e 
w

ith
in

 th
ei

r j
ur

is
di

ct
io

n 
(s

ee
 p

oi
nt

 a
bo

ve
); 

.8
 
要
支
援
船
舶
が
管
轄
域
内
の
避
難
場
所
へ
入
域
す
る
こ
と
の
是

非
を
決
定
す
る
た
め
に

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
規
定
す
る
要
素
の
全

般
的
分
析
を
実
施
す
る
こ
と

(上
記
の
事
項
を
参
照

)。
 

 .9
 c

om
m

un
ic

at
in

g 
th

e 
re

su
lts

 o
f 

th
at

 a
na

ly
si

s,
 o

nc
e 

co
m

pl
et

e,
 t

o 
th

e 
ot

he
r 

au
th

or
iti

es
 c

on
ce

rn
ed

 a
nd

 t
o 

th
e 

m
as

te
r/s

al
vo

r a
nd

 co
m

pa
ny

; a
nd

 
.9
 
分
析
が
完
了
し
た
際
に
は
、
そ
の
分
析
結
果
を
他
の
関
係
当
局
並

び
に
船
長
／
サ
ル
バ
ー
及
び
会
社
に
連
絡
す
る
こ
と
。

 
 

M
ar

iti
m

e 
Se

rv
ic

es
 o

f t
he

 in
ci

de
nt

, a
ct

io
ns

 t
ak

en
 t

o 
da

te
 

an
d 

pr
op

os
ed

 p
la

ns
; 

 
・
 
状
況
報
告

(S
IT

RE
PS
：

Si
tu

at
io

n 
Re

po
rt

s)
を
発
出
し
、
事

故
、
こ
れ
ま
で
に
と
っ
た
措
置
及
び
以
後
の
計
画
に
つ
い
て
支
援
加

盟
国
及
び
欧
州
海
上
保
安
庁
海
事
サ
ー
ビ
ス
に
注
意
喚
起
を
行
う
こ

と
。

 
 ・

 D
et

er
m

in
in

g 
w

he
th

er
 a

 M
em

be
r 

St
at

e 
Co

-o
pe

ra
tio

n 
G

ro
up

 a
nd

 a
 S

ec
re

ta
ri

at
 s

ho
ul

d 
be

 s
et

 u
p 

fo
r 

th
e 

in
ci

de
nt

; 
 

・
 
事
故
対
応
の
た
め
の
加
盟
国
の
協
力
グ
ル
ー
プ
及
び
事
務
局
の

設
置
の
是
非
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
。

 
 ・

O
rg

an
is

in
g 

ev
al

ua
tio

n 
te

am
s:

 
se

ar
ch

 
fo

r 
tr

an
sp

or
ta

tio
n,

 c
on

st
itu

tio
n 

of
 t

ea
m

s,
 i

n 
co

lla
bo

ra
tio

n 
w

ith
 th

e 
ot

he
r s

ta
te

s 
in

vo
lv

ed
; 

 
・

 
他
の
関
係
国
と
協
力
し
、
評
価
チ
ー
ム
を
組
織
す
る
こ
と
。
こ

れ
に
は
輸
送
手
段
の
確
保
、
チ
ー
ム
構
成
の
検
討
を
含
む
。

 
 ➢
 

U
nd

er
ta

ki
ng

 
a 

th
or

ou
gh

 
an

al
ys

is
 

of
 

th
e 

fa
ct

or
s 

lis
te

d 
in

 t
he

se
 G

ui
de

lin
es

 in
 o

rd
er

 t
o 

de
ci

de
 w

he
th

er
 t

o 
al

lo
w

 a
 s

hi
p 

in
 n

ee
d 

of
 a

ss
is

ta
nc

e 
to

 p
ro

ce
ed

 to
 a

 p
la

ce
 o

f 
re

fu
ge

 (s
ee

 C
ha

pt
er

 5
); 

an
d 

 
➢
 
要
支
援
船
舶
が
避
難
場
所
へ
入
域
す
る
こ
と
の
是
非
を
決
定
す

る
た
め
に

EU
運
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
規
定
す
る
要
素
の
全
般
的
分

析
を
実
施
す
る
こ
と

(第
5章
参
照

)。
 

 ➢
 

Co
m

m
un

ic
at

in
g 

th
e 

re
su

lts
 o

f 
th

at
 a

na
ly

si
s,

 o
nc

e 
co

m
pl

et
e,

 t
o 

th
e 

ot
he

r 
au

th
or

iti
es

 c
on

ce
rn

ed
 a

nd
 t

o 
th

e 
sh

ip
ow

ne
r. 

 
➢
 
分
析
が
完
了
し
た
際
に
は
、
そ
の
分
析
結
果
を
他
の
関
係
当
局

及
び
船
舶
所
有
者
に
連
絡
す
る
こ
と
。
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.1
0 

en
su

ri
ng

 t
ha

t 
th

os
e 

au
th

or
iti

es
 w

ho
 m

ay
 b

ec
om

e 
re

sp
on

si
bl

e 
fo

r t
he

 s
hi

p 
on

ce
 in

 a
 p

la
ce

 o
f r

ef
ug

e 
ar

e:
 

.1
0 
避
難
場
所
に
あ
る
船
舶
に
係
る
責
任
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
る

当
局
に
つ
い
て
以
下
の
事
項
を
確
保
す
る
こ
と
。

 
 .1

 in
fo

rm
ed

 a
s 

ea
rl

y 
as

 p
os

si
bl

e 
of

 th
at

 p
os

si
bi

lit
y;

 a
nd

 
.1
 
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
可
及
的
速
や
か
に
連
絡
が
な
さ
れ
る
こ

と
。

 
 .2

 in
vo

lv
ed

 in
 t

he
 r

is
k 

as
se

ss
m

en
t 

pr
oc

es
s 

an
d 

ar
e 

gi
ve

n 
al

l r
el

ev
an

t i
nf

or
m

at
io

n.
 

.2
 
リ
ス
ク
評
価
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
す
る
と
共
に
す
べ
て
の
関
連
情

報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

 
 Fo

llo
w

in
g 

an
 a

ss
es

sm
en

t 
of

 a
ll 

th
e 

fa
ct

or
s 

(a
s 

in
 s

ec
tio

n 
3,

 p
ar

ag
ra

ph
s 

3.
3 

to
 3

.5
), 

en
su

re
 th

at
 s

hi
ps

 a
re

 a
dm

itt
ed

 
to

 
a 

pl
ac

e 
of

 
re

fu
ge

 
if 

th
ey

 
co

ns
id

er
 

su
ch

 
an

 
ac

co
m

m
od

at
io

n 
th

e 
be

st
 c

ou
rs

e 
of

 a
ct

io
n 

fo
r 

th
e 

pu
rp

os
e 

of
 t

he
 p

ro
te

ct
io

n 
of

 h
um

an
 l

ife
, t

he
 e

nv
ir

on
m

en
t 

or
 t

he
 

sh
ip

 o
r 

its
 c

ar
go

; 
or

 w
he

re
 a

pp
ro

pr
ia

te
, 

in
iti

at
in

g 
a 

di
al

og
ue

 t
o 

fo
rm

al
iz

e 
th

e 
tr

an
sf

er
 o

f 
co

or
di

na
tio

n 
to

 
an

ot
he

r S
ta

te
. 

す
べ
て
の
関
係
要
素
に
係
る
評
価

(セ
ク
シ
ョ
ン
－

3、
パ
ラ
グ
ラ
フ

3.
3～

3.
5)
に
従
い
、
調
整
沿
岸
国
は
、
船
舶
の
避
難
場
所
へ
の
収
容
が

人
命
及
び
環
境
又
は
船
舶
、
積
荷
の
保
護
の
た
め
に
最
善
と
認
め
る
場

合
に
は
船
舶
の
収
容
を
認
め
る
よ
う
確
保
し
、
又
は
適
当
と
認
め
る
場

合
に
は
他
の
国
へ
の
調
整
の
移
管
を
促
進
す
る
た
め
の
意
見
調
整
を

開
始
す
る
。

 
 Th

e 
CC

S 
co

ns
id

er
in

g 
a 

fo
rm

al
 p

la
ce

 o
f 

re
fu

ge
 r

eq
ue

st
 

sh
ou

ld
 n

ot
 e

nt
er

 i
nt

o 
di

re
ct

 c
on

ta
ct

 w
ith

 d
iff

er
en

t 
po

rt
 

au
th

or
iti

es
 o

r s
ho

re
-b

as
ed

 a
ut

ho
ri

tie
s 

in
 a

no
th

er
 S

ta
te

. 
 

正
式
な
避
難
場
所
要
請
を
検
討
す
る
調
整
沿
岸
国
は
、
異
な
る
港
湾
当

・
 E

ns
ur

in
g 

th
at

 t
ho

se
 a

ut
ho

ri
tie

s 
w

ho
 m

ay
 b

ec
om

e 
re

sp
on

si
bl

e 
fo

r t
he

 v
es

se
l o

nc
e 

in
 a

 p
la

ce
 o

f r
ef

ug
e 

ar
e:

  
・

 
避
難
場
所
に
あ
る
船
舶
に
係
る
責
任
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
る

当
局
に
つ
い
て
以
下
の
事
項
を
確
保
す
る
こ
と
。

 
 - i

nf
or

m
ed

 a
s 

ea
rl

y 
as

 p
os

si
bl

e 
of

 th
at

 p
os

si
bi

lit
y;

  
- 
そ
の
可
能
性
に
つ
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。
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場
所
要
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討
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調
整
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盟
国
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異
な
る
港
湾
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ン
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す
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の
で
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な
い
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告
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係
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す
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あ
り
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係
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。
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。
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。
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す
べ
て
の
情
報
交
換
は
関
係
国
の
権
限
あ
る
海
事
当
局
を
通
じ
実
施

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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。
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。
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す
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あ
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述
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ガ
イ
ド
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調
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－
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案
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整
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岸
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。
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。

 
N

CS
R9
－
策
定
案
の

Ap
pe

nd
ix
セ
ク
シ
ョ
ン

3.
9
は
、
調
整
加
盟
国
の
責
任
と
し
て
避
難
場
所
収
容
に
係
る
関
係
要
素
の
分
析
が
完
了
し
た
際
の
連
絡
先
と
し
て

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
「
他
の
関
係
当
局
及
び
船
舶
所
有
者
」
を
「
他
の
関
係
当
局
及
並
び
に
船
長
／
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。
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指
令
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版
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20
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b
の
「
当
局
は
、
船
舶
の
収
容
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人
命
及
び
環
境
の
保
護
の
た
め
に
最
善
と
認
め
る
場
合
に
は
、
船
舶
の
収
容
を
認
め
る
よ
う
確
保
し
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れ
ば

な
ら
な
い
。

(T
he

 a
ut

ho
ri

ty
 o

r a
ut

ho
ri

tie
s 

sh
al

l e
ns

ur
e 

th
at

 sh
ip

s 
ar

e 
ad

m
itt

ed
 to

 a
 p

la
ce

 o
f r

ef
ug

e 
if 

th
ey

 co
ns

id
er

 s
uc

h 
an

 a
cc

om
m

od
at

io
n 

th
e 

be
st

 co
ur

se
 o

f a
ct

io
n 

fo
r t

he
 p

ur
po

se
s 

of
 th

e 
pr

ot
ec

tio
n 

of
 h

um
an

 li
fe

 o
r t

he
 e

nv
ir

on
m

en
t.)
」
中
、
助
動
詞
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述
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す
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で
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り
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ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
記
述
よ
り
も
強
い
表
現
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よ
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れ
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。
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イ
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す
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で
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前
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も
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報
告
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つ
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約
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AR
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ま
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情
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施
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述
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－
策
定
案
の

Ap
pe

nd
ix
セ
ク
シ
ョ
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当
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施
す
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検
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で
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な
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想
定
し
、
並
行
し
、
ま
た
、
先
行
し
可
能
性
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
代
替
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船
舶
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当
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仕
向
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を
含
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国
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、
そ
の
時
点
に
お
い
て
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が
自
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の
管
轄
外
の
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で
発
生
し
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と
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領
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内
の
避
難
場
所
を
承
認
す
る
可
能
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つ
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。
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そ
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は
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船
上
の
状
況
の
進
展
、
又
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関
係
国
間

(す
な
わ
ち
避
難
場
所
の
提
供
が
可
能
な
国
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合
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さ
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た
協
定
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り
、
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管
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
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か
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な
が
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、
運
用
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の
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事
故
対
応
の
調
整
責
任
は
、
船
上
の
状
況
の
進
展
、
又
は
、
関
係
国

間
(す
な
わ
ち
避
難
場
所
の
提
供
が
可
能
な
国

)で
合
意
さ
れ
た
協
定

に
よ
り
、
移
管
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
運
用
継

続
性
の
理
由
に
よ
り
、
当
初
の
調
整
加
盟
国
が
他
の
関
係
沿
岸
国
と

【
ポ
イ
ン
ト
】

 
N

CS
R9
－
策
定
案
の

Ap
pe

nd
ix
セ
ク
シ
ョ
ン

4
は
、
要
支
援
船
舶
の
避
難
場
所
要
請
に
係
る
支
援
沿
岸
国
の
責
任
に
つ
い
て
記
載
し
、

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

11
.4
の

記
述
を
モ
デ
ル
と
す
る
。

 
N

CS
R9
－
策
定
案
の

Ap
pe

nd
ix
セ
ク
シ
ョ
ン

4
の
最
終
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、「
そ
の
領
域
内
の
避
難
場
所
を
承
認
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
べ
き
国
」
と
し
て
、

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
「
近
隣
国
」
に
加
え
「
船
舶
の
当
初
の
仕
向
港
を
含
む
近
隣
国
」
も
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
。
。

 

－ 52 －－ 52 －

　　船舶の避難場所に関する研究
52－  －ＩＭＯガイドライン修正提案の検討（３）－



よ
り
、
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
調
整
を
行
う
こ
と
が
適
当
な
場
合
も
あ
る
。
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他
の
沿
岸
国
へ
の
調
整
の
移
管
は
、
調
整
を
引
き
継
ぐ
国
か
ら
事
案
に

係
る
当
初
の
責
任
を
有
し
て
い
た
国
に
正
式
の
通
知

(電
子
フ
ォ
ー
マ

ッ
ト
が
好
ま
し
い

)を
行
う
こ
と
に
よ
り
完
了
す
る
。
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上
記
の
正
式
な
通
知
は
、
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当
な
場
合
、
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の
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項
を
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の
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沿
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へ
の
調
整
の
移
管
は
、
調
整
を
引
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継
ぐ
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か
ら
事
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る
当
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の
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を
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に
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の
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好
ま
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こ
と
に
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結
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意
思
決
定
及
び
結
果
は
、
セ
ク
シ
ョ
ン
－

3、
パ
ラ
グ
ラ
フ

3.
5
に
よ

り
実
施
さ
れ
、
通
報
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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－
策
定
案
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ョ
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5
は
、
要
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援
船
舶
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避
難
場
所
要
請
に
係
る
調
整
の
移
管
に
つ
い
て
記
載
し
、
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ガ
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ン
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4
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記
述
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モ
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と
す
る
。
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定
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ョ
ン
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は
、
調
整
の
移
管
に
係
る
通
知
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の
項
目
を
列
記
す
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。
こ
れ
ら
は

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な

い
独
自
の
記
述
で
あ
る
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事
故
後
に
実
施
さ
れ
た
リ
ス
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価
に
よ
り
、
関
係
船
舶
及
び
航
海
上

の
安
全
性
を
保
全
し
、
環
境
に
対
す
る
リ
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ク
を
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護
又
は
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す
る
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に
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内
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上
の
安
全
性
を
保
全
し
、
環
境
に
対
す
る
リ
ス
ク
を
保
護
又
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す
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た
め
に
他
の
加
盟
国
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に
あ
る
避
難
場
所
が
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一
の
解

決
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あ
る
と
い
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結
論
に
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た
場
合
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は
、
客
観
的
理
由
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よ
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避
難
場
所
要
請
を
受
諾
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
調
整
加
盟
国
は
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[運
航
者
に
よ
り

]そ
の
後
の
要
請
が
行
わ
れ
る
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に
対
し
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そ
の
決
定
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行
わ
れ
る
根
拠
と
な
っ
た
状
況
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
情
報
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転

送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。
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は
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文
言
の
修
正
と
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英
文
の
助
動
詞
が
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に
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正
さ
れ
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思
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－
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で
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前
提
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審
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の
過
程
に
お
い
て
強
制
的
意
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を
持
つ
助
動
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勧
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的
表
現
と
し
て
の
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置
き
換
え
ら
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た
も
の
と
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れ
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の
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に
対
す
る
リ
ス
ク
評
価
及
び
意
思
決

定
を
大
い
に
促
進
す
る
べ
き
で
あ
る
。
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す
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が
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す
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れ
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。
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案
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そ
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岸
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は
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、
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整
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難
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定
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た
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は
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者
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計
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に
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し
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に
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を
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他
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の
管
轄
域
に
大
き
く
接
近
し
て
通
過
、
通
航
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
場
合

)。
 

   In
 o

rd
er

 t
o 

be
 p

re
pa

re
d 

to
 f

ac
e 

po
te

nt
ia

l 
di

ffi
cu

lti
es

 
du

ri
ng

 t
he

 t
ra

ns
it 

to
 t

he
 d

es
ig

na
te

d 
pl

ac
e 

of
 r

ef
ug

e,
 

co
as

ta
l S

ta
te

s 
sh

ou
ld

 c
on

si
de

r 
on

e 
or

 m
or

e 
ba

ck
up

 p
la

ce
s 

of
 re

fu
ge

 e
n 

ro
ut

e.
 

指
定
さ
れ
た
避
難
場
所
へ
の
通
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、
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性
に
直
面
す
る
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性
に
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に
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4 おわりに 

本稿は、現在 IMOで審議が行われている IMOガイドライン修正提案
についての避難場所への収容に係る国際／地域協力について焦点を当て、

NCSR9－策定案とEUガイドラインの関係について検討、整理を行った。
いくつかのNCSR9－策定案はEUガイドラインには規定しない独自の記
述を有しているが、多くの記述は EU ガイドラインをモデルとするもの
であることを示した。また、IMOガイドラインは、強制的性格を有する
ものではなく、これを前提として NCSR9－策定案においては EUガイド
ラインでは must又は shallの助動詞で表記する記述を should等に書き
換え、強制的表現を避ける記述としているものを確認した。NCSR9－策
定案は、以後の海上安全委員会、海洋環境保護委員会、法律委員会の同

意を得た後、2023年に開催予定の IMO第 33回総会で総会決議として採
択される予定である。EUガイドラインを含む避難場所に係る EUの先進
的な経験を踏まえた NCSR9－策定案が新たなグローバルスタンダード
として IMOガイドラインに反映される可能性が高いと予想される。今後
も避難場所に係る世界、地域、各国の対応について注視することとした

い。 
 

 
【注】 
1 MSC 100/17/1, WORK PROGRAMME, Proposal for a new output for a revision 

of resolution A.949(23) on Guidelines on places of refuge for ships in need of 
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2 山地哲也, 「船舶の避難場所に関する研究－IMOガイドライン修正提案の検討－」, 
『海上保安大学校研究報告(法文学系)』, 第 64 巻第 1 号, 海上保安大学校, 2019, 
65-91。 
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ている。 
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保安大学校研究報告(法文学系)』, 第 62巻第 1号, 海上保安大学校, 2017, 145-170。 

－ 58 －－ 58 －

　　船舶の避難場所に関する研究
58－  －ＩＭＯガイドライン修正提案の検討（３）－



 
7 山地哲也, 「船舶の避難場所に関する研究－IMO ガイドライン修正提案の検討(2)
－」, 『海上保安大学校研究報告(法文学系)』, 第 65巻第 1号, 海上保安大学校, 2020, 
31-60。 

8 MSC100－EU提案, supra note 1, パラグラフ 3。  
9 山地哲也, 「MSC Flaminia号事故に関する研究」,『海上保安大学校研究報告(法
文学系)』, 57巻 2号, 海上保安大学校, 2012, 185-186。 
10 MSC100－EU提案, supra note 1, パラグラフ 6。 
11 Ibid., パラグラフ 14。 
12 Ibid., パラグラフ 17.1。 
13 Ibid., パラグラフ 17.5。 
14 Ibid., パラグラフ 2。 

－ 59 －

海保大研究報告　第67巻　第２号－59

－ 59 －


